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⑶例外の例外：定期同額給与
上記のような懸念から、役員給与は、一定の類型に該
当する場合にのみ、損金算入できる扱いになっています。
この損金算入ができる一定の類型の一つが、定期同額
給与です。
定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定期間ご
とである給与で、各支給時期における支給額が同額であ
るもののことを言います。つまり、経営者の皆さんが毎
月同額で受け取っていた役員給与は、この定期同額給与
に当たるという理由で、これまで損金算入できていたの
です。
もっとも、定期同額給与の額を年度途中で変えた場合
でも損金算入を無制限に認めるとしてしまうと、利益が
出そうと分かった時点で役員給与の額を上げてしまえば、
結局、前記⑵で懸念していた法人所得の操作が可能に
なってしまいます。このような理由で、年度途中の額の
変更の場合には、損金算入を認めていません。
⑷例外の例外の例外：業績悪化改定事由
もちろん、年度途中の額の変更の場合、損金算入を一
切認めないとすると、事情によっては、かなり酷です。
そこで、年度途中で額を変更しても損金算入を認めよ
う、という一定の事情の一つとして、業績悪化改定事由
を定めています。

3．ここまで前置きを長 と々述べてきたのは、法が、法
人所得を自由に操作することを病的なまでに懸念してい
る、ということをご説明したかったからです。
今までの説明を前提にすれば、業績悪化改定事由に
は、一時的な資金繰りの悪化、単なる業績目標値の不達
などの個別的・主観的な事情は含まれず、経営状況・環
境の著しい悪化といった一般的・客観的な事情を指す、
ということがご理解いただけると思います。

4．今般のコロナ禍というのは、観光業一般にとって、
経営状況・環境を著しく悪化させる客観的なものである
ことから、業績悪化改定事由に該当し、貴社が、年度
途中に役員給与を減額しても、損金算入はできるものと
考えられます。
もっとも、業種ごとにコロナ禍が経営に与える影響は
様々です。法の趣旨から、個別に判断すべき業種もあり
ますので、お早めに税理士等にご相談ください。

当社は、観光業を営んでいるところ、今
般のコロナ禍の影響により、外国人及び他
都道府県からの観光客が激減しています。
そこで、役員給与の減額を考えているの

ですが、法人税の取扱いでは、年度の途中で役員給与を
減額すると、損金算入できないことがあると聞きました。
当社のような場合でも、損金算入できなくなるので

しょうか。

貴社の場合、損金算入できると考えられ
ます。

1．コロナに水害…今年は異例尽くしで、
嫌になりますよね。

そんな困難な状況下において、何とか経営を存続させ
ようと懸命に努力をされておられる経営者の方々には、
心から敬意を表します。
ご存じのとおり、日本では、解雇は容易でない上、国

交省が、不動産関連業界に対し賃料の減免や支払の猶
予を要請しても、家主さんが減免、猶予に応じてくれる
かは交渉次第です。
このように、固定費を削減しようとしても限界がある

中、手を付けられる経費節減の代表格が役員給与です。
それでは、こんな異常な状況下での精一杯の努力も、

法人税の取扱い上では損金不算入という形で否定される
のか、というと、さすがにそんなことはありません。

2．腸ねん転のような法の建付け
⑴原則論：費用性の支出
そもそも、役員給与は、収益を獲得するための費用性

ある支出ですから、理屈の上では、（費用性が認められ
る限り）損金算入できるはずです。
⑵例外：役員給与の損金不算入
そうであるにもかかわらず、法が、役員給与につき、

気前よく損金算入を認めていない理由は、経費削減の調
整弁としても使用されることからも分かるとおり、使用
人給与とは異なって、法人が自由に額を決定できるから
です。気前よく役員給与の損金算入を認めてしまうと、
法人所得を自由に操作して法人税を圧縮することを認め
ることになるではないか、との懸念が国にあるのです。
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コロナ禍の影響により業績が悪化
した場合に行う役員給与の減額

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　金谷 比呂史

不審者・不審物の着眼点
次のような人や物を発見したときや、「おやっ」と思ったと
きは、110番通報してください。

●周囲をうかがいながら、公共施設等の周辺を何度も
往復する人
●防犯カメラの位置や、警備員の配置場所を確認する人
●駅、空港など、人が多数集まる場所に放置されてい
る荷物

爆発物を作らせないために
国際テロ組織による爆発物を使用したテロ等が世界各地
で発生しており、日本におけるテロ発生の危険性は否定でき

ません。
テロの防止には、テロに使用する爆発物を作らせないた
めの対策が重要です。
薬局、薬店、肥料販売店等関係者の皆様が、次のような
不審な人を発見した場合は、相手の身元を確認し、警察に
通報してください。

●インターネットを利用して、化学物質等を大量に購入
しようとする

●電話で薬品等の在庫の問合せをする
●個人使用として、不自然な量を購入する
●使用目的が曖昧である
●身元確認、連絡先、使用目的等の説明を渋る

テロを未然に防止するためには、県民の皆様のご理解とご協力が不可欠です。
情報提供にご協力をお願いします。

国際テロの未然防止

福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例が
改正されました！

危機管理
情報室

平成24年に公布された、いわゆる「福岡県飲酒運転撲
滅条例」の一部を改正する条例が令和2年6月19日に公
布、同日改正内容の一部が施行され、
①アルコール依存症受診及び治療への誘導の強化
②「見逃さない」県民意識づくり
③県民意識の醸成対策の強化
が図られました。
また、令和2年8月25日には
④事業者の責務等の強化及び具体化
に関する事項についても施行されました。
④については
・通勤、通学中だけではなく、プライベート中の飲酒運

お問い合わせ先
福岡県警察 交通部交通企画課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/

お問い合わせ先
福岡県警察 警備部警備課・外事課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/

転についても公安委員会から事業者に通知する。
・「テナントビルオーナー」、「飲食店営業者」、「酒類販売
業者」、「イベント主催者」の責務

・タクシー事業者、運転代行事業者等の通報義務の強化
などがあります。
詳しくは、福岡県警察ホームページをご覧ください。
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